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Ⅰ．ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金について   

 

この制度は，高等 職業訓練促進給付 金（※）を活用し て養成機

関に修業し，資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して， ひ

とり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金（以下「訓練促進資金」

という。）を最大３年間貸し付けるものです。  

なお，養成機関を 卒業した日から１ 年２ヶ月以内に， 取得した

資格が必要な業務（以下「業務」という。）に就き，通算５年間業

務に従事することで，貸し付けた全額の償還が免除となります。  

 

※ 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 と は ・ ・ ・  

養 成 機 関 に お い て １ 年 以 上 の 修 業 を 必 要 と す る 国 家 資 格 （ 一 部 県 知 事 免

許 を 含 む ） を 取 得 す る 際 に ， 正 規 の 修 業 期 間 の う ち ４ 年 を 上 限 に ， 月 額

最 大 １ ０ 万 円 を 給 付 す る 制 度 。 修 業 期 間 の 最 後 の １ ２ 月 は ４ 万 円 増 額 支

給 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～貸付けを申請する前に必ずお読みください！ ～  

 

 この制度は，ひとり親家庭の経済的自立の支援を目的とし

た貸付けであるため，償 還免 除とな る条件 を満た さな い場合

には， 貸し付 けた 額の全 部又は 一部 をお返 しいた だき ます。 

 

 養成機関の卒業後，もしくは免許取得後に，業務に 従事す

る意思 がある のか ，また，償 還免除 に必要 な従事 期間 以上勤

めるこ とがで きる のか ，申請前に十分ご検討ください。  
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 １．貸付対象者  

貸付対象者 は，本 市に在住す るひと り親家庭の 親であ って，

次の条件を全て満たす方とします。  

(1) 高等職業訓練促進給付金の支給決定を受けている方  

(2) 養成機関の卒業後，業務に従事しよう としている方  

(3) 過去に，訓練促進資金の貸付けを受けたことがない方  

※  養成機関や病院独自の奨学金のほか，千葉県社会福祉協議会

の修学資金等貸 付 や，柏市の母子 父 子寡婦福祉資金 貸 付（技

能習得資金）も併用することができます。  

 

 ２．対象資格  

対象となる資格は次の４資格とします。  

看護師，准看護師，保育士，介護福祉士  

 ※上記以外の資格取得のため，高等職業訓練促進給付金を 受  

  給している若しくは受給申請予定で ，本貸付制度を希望の  

  かたは，別途ご相談ください。  

 

 ３．貸付額  

月額５０，０００円以内とします。  

※１  １，０００円単位での貸付けが可能です。  

※２  決定後の額変更はできかねますので，よ く考えた上で決定

してください。  

 

４．利子  

連帯保証人 を立て る場合は無 利子， 立てられな い場合 には有

利子（年利１．０％）とします。  

※  償還となった場合，元利金等方式により利子が算出されます。 

 

 ５．貸付方法  

振込みは毎 月実施 し，対象月 の翌月 末日に借受 人本人 の指定

口座へ振込みます。  

※１  毎月，在籍状況申 立 書 の 提 出 が 必 要 で す 。４・７・１ ０ ・
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１月分には在学証明書を添付していただきます。  

※２  月の末日が土，日，祝祭日 の 場合は，直前の平日に振込み

ます。  

※３  入学年度の４月分のみ，４月末日での振り込みが可能な場

合があります。ご希望の方はお早めにご相談ください。  

※４  書類の提出状況により，振込みが遅れる場合があります。 

※５  振込みの通知は行いません ので，各自，通帳記入により入

金を確認してください。  

 

 ６．貸付期間  

貸付期間は ，正規 の修学期間 のうち ３年間を限 度とし ，貸付

申請をした月から養成機関を卒業する月までとします。  

※  休学，留年，停学中は貸付けを一時停止し，復学，進級，停

学処分が解除された場合は貸付けを再開します。  

 

７．償還の免除  

本市に 居住し ，か つ，住 民基 本台帳 に記載 のある 方で あって，

養成機関を卒業し た日から１年２ヶ 月以内に，業務に 従事し，

通算５年間従事すると，貸し付けた額の全部が免除されます。  

※  業務の従事期間が通算５年間に満たない場合でも，従事期間

に応じて一部免除を受けることができます。  
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Ⅱ．貸付申請から決定について  

 

 １．貸付けの申請  

訓練促進資金を利 用される方は，原 則として こ ども 福 祉課窓

口にて 事前相 談（ 制度案 内・収 支状 況確認 ）が必 要で す 。  

事前相談後，申請 に必要な書類等の 案内を行い， 養 成 機関 へ

の入学 後に申 請と なりま す 。  

 

【事前 相談に 必要 な書類 】  

①養成機関のカリキュラム及び学費の明細がわ かるもの  

②収支状況調査票（光熱水費等の家計の状況がわかるもの）  

 

【申請 に必要 な書 類】  

③  貸付申請書  

④  申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本  

⑤  申請者の世帯全員の住民票の写し  

⑥  申請者の所得証明書（所得・扶養人数・税額・控除額の記

載があるもの）  

⑦  在学証明書  

⑧  その他必要と認められる書類（金融機関の通帳の写し，養

成機関のカリキュラムの写し，学費明細の写し）  

＜連帯保証人を立てる場合に追加で必要な書類＞  

⑨  連帯保証人の住民票の写し  

⑩  連帯保証人の所得証明書  

※ １  児 童 扶 養 手 当 や ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 等 助 成 を 受 け て

いる場合には，⑤⑥を省略することができます。  

※２  柏市在住の場合は⑤⑥⑨⑩を省略できます。  

※３  所得証明書は，前年（１～７月の申請の場合は前々年）

に関する証明書を提出してください。  

※４  申請者及び連帯保証人が押印する印鑑は，印鑑登録をし

ている印鑑（実印）を押印してください。  
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２．連帯保証人の選任  

申請の際には，原則として連帯保証人を立てていただきます。 

※１  連帯保証人は，成年で独立した生計を営む者としてくださ

い。  

※ ２  連 帯 保 証 人 に は 催 告 の 抗 弁 権 及 び 検 索 の 抗 弁 権 が 無 い こ

とを理解し，よく話しあった上で 選任してください。  

 

３．申請書類の提出先  

こども福祉 課窓口 （柏市役所 本庁舎 別館３階） にて受 付いた

します。  

やむを得な い理由 により，こ ども福 祉課窓口で の申請 が困難

な場合は，郵送による受付を可とします。その場合は， 必ず事

前にこ ども福 祉課 担当職 員の了 承を 得てく ださい 。  

 

４．貸付決定  

提出書類による審査の上で，貸付けの可否を決定し ,通知書に

てお知らせします。  

※  書類の審査にあたり，連帯保証人に対し，申請内容及び連帯

保証人の承諾の有無を確認します。  

 

５．貸付契約  

貸付決定し た場合 は，貸付決 定通知 書と一緒に 促進資 金借用

書（以下「借用書」という。）を送付しますので，必要事項を記

入し，印鑑登録証 明書の原本（借受 人・連帯保証人分 ）と併せ

て，貸付決定通知 書で指定された日 までにこども福祉 課に提出

してください。  

※１  貸付決定後，借用書と印鑑登録証明書が提出され，貸付契

約を締結した後に貸付金の振込みを行います。  

※２  借受人及び連帯保証人が押印する印鑑は，印鑑登録をして

いる印鑑（実印）を押印してください。  
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Ⅲ．養成機関在学中の諸手続きについて  

 

１．毎月提出が必要な書類  

該当月の「 在籍状 況申立書」 を 翌月 １０日まで に提出 してく

ださい（郵送可）。  

また，支給 対象月 が ４月・７ 月・１ ０月・１月 のとき は， 在

籍状況申立書に「在学証明書」を添えて提出してください。  

※１  ４月分については，提出期日を５月２０日とします。  

※２  卒業月は，在学証明書に替えて卒業証明書を提出していた

だくととも に，償 還猶予の申 請が必 要となりま す。詳 しく

は「Ⅵ．償還の猶予について」を参照してください。  

 

２．随時提出が必要な書類  

次の事由が 生じた 場合には， 速やか にこども福 祉課に 連絡す

るとともに，必要な書類を提出してください。  

 

【借受人に関する変更】＜提出書類：変更事項等届出書＞  

①  氏名，住所その他の事項を変更したとき  

②  休学または復学したとき  

③  留年または進級したとき  

④  停学または停学処分が解かれたとき  

⑤  退学したとき  

⑥  訓練促進資金を受ける資格を喪失したとき  

⑦  訓練促進資金を必要としなくなったとき  

※１  ②～⑤の場 合，事由を証 する 書類を添付し てく ださい。

なお，休学，留年，停学中は貸付けを一時停止します。  

※２  ⑤，⑥の場合，それまでに貸し付けた額を償還していた

だきますので，詳しくは「Ⅷ．償還について」を参照し

てください。  

※３  ⑦の場合，貸付けが取り消された後も引き続き在学する

場合には，償還の猶予が受けられますので，詳しくは「Ⅵ．

償還の猶予について」を参照してください。  
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【連帯保証人に関する変更】＜提出書類：変更事項等届出書＞  

⑧  氏名，住所その他の事項を変更したとき  

【連帯保証人の変更】＜提出書類：連帯保証人変更申請書＞  

※１  連帯保証人を変更する場合，新しい連帯保証人の住民票

の写し及び所得証明書も提出してください。  

※２  連帯保証人変更申請の承認後，新しい連帯保証人から借

用書，印鑑登録証明書を提出していただき ます。  
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Ⅳ．養成機関卒業時～業務従事時の諸手続きについて  

 

【養成機関の卒業時】  

養成機関の卒業後は，速やかに次の書類を提出してください。  

・猶予申請書（新規）  

※１  卒業後，償還の免除を受けようとする場合は，卒業時に償

還猶予 申請が 必要 となり ますの で， 詳しく は「Ⅵ ．償 還の

猶予について」を参照してください。  

※２  卒業時に対象資格の試験に合格しておらず，次年度に再受

験する方も，償還猶予の申請を行ってください。  

※３  卒業後，取得した資格が必要な資格（保健師，助産師等）

の取得 ために 引き 続き進 学する 方も ，償還 猶 予を 行っ てく

ださい。  

 

【業務の従事開始時】  

業務の従事開始後は，速やかに次の書類を提出してください。  

①  雇用証明書  

②  対象資格の免許証の写し  

※１  雇用証明書は，業務に従事していることを証明するものに

限ります。  

※２  養成機関の卒業後１年２ヶ月以内に書類の提出が無かっ

た場合は，貸し付けた全額を償還していただきます。  
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Ⅴ．業務従事後の諸手続きについて  

 

１．１年毎に提出が必要な書類  

猶予申請書 （継続 ）に，前回 の申請 から翌３月 末まで におけ

る業務の従事やそ の他の状況を証す る書類を添えて， 毎年４月

中に提出してください。  

※１  状況を証する書類について，詳しくは「Ⅵ．償 還の猶予に

ついて」を参照してください。  

※２  償還猶予期間中における業務の従事期間に応じて，全部又

は一部 の償 還免 除 を受け るこ とが 可 能です 。業 務の 従 事期

間の考 え方 と合 わ せて， 詳し くは 「 Ⅶ．償 還の 免除 に つい

て」を参照してください。  

 

２．随時提出が必要な書類  

次の事由が 生じた 場合には， 速やか にこども福 祉課に 連絡す

るとともに，必要な書類を提出してください。  

 

【借受人に関する変更】＜提出書類：変更事項等届出書＞  

①  氏名，住所その他の事項を変更したとき  

②  休職または復職したとき  

③  停職または停職処分が解かれたとき  

④  離職または再就職したとき  

⑤  訓練促進資金を受ける資格を喪失したとき  

※１  ②～④の場合は，事由を証する書類も提出してください。 

※２  ⑤の場合は，償還の手続きが必要となりますので，詳し

くは「Ⅷ．償還について」を参照してください。  

 

【連帯保証人に関する変更】＜提出書類：変更事項届出書＞  

⑥  氏名，住所その他の事項を変更したとき  

 

【連帯保証人の変更】＜提出書類：連帯保証人変更申請書＞  

※１  連帯保証人を変更する場合，新しい連帯保証人の住民票

の写し及び所得証明書も提出してください。  
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※２  連帯保証人変更申請の承認後，新しい連帯保証人から借

用書，印鑑登録証明書を提出していただきます。  
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Ⅵ．償還の猶予について  

 

１．償還猶予期間  

償還の猶予を受 け られる期間は， 初 回の猶予決定か ら 最長１

０年とし，卒業後は毎年４月中に償還猶予の申請をすることに

より，１年単位で償還の猶予を継続することができます。  

※  郵送申請可ですが，猶予期間における従事状況等に複数回の

変化が生じ ている 場合には， 事情を 詳しく伺う ことが ありま

す。  

 

２．償還猶予対象  

次のいずれ かに該 当するとき は，そ の事由が継 続する 期間，

償還を猶予することができます。  

(1) 本市に 居住し ，かつ，本市の 住 民基本 台帳に 記録 されて い

る者で あって ，次 のいず れかに 該当 すると き 。  

ア  養 成 機 関 を 卒 業 し た 日 か ら １ 年 ２ ヶ 月 以 内 に 業 務 に 従 事

しようとしているとき。  

イ  償還の免除に該当する従事期間を満たすまでの期間，業務

に従事しているとき。  

ウ  業務従事後 ， 離職をしている と き。（ただし離 職 期間が１

年を超えた場合は償還となります。）  

エ  訓 練 促 進 資 金 を 必 要 と し な く な っ た た め に 貸 付 け の 取 消

しを受けた後，引き続き在学しているとき。  

オ  養成機関を 卒 業後，取得した 資 格が必要な資格 （ 保健師，

助産師等）を取得するために引き続き進学しているとき。  

(2) 災害，疾病等 の理由により，促 進資金の償還が困 難と認め

られるとき。  

 

３．提出書類  

①  猶予申請書  

②  次に掲げる添付書類  

※１  (1)アに該当する場合は，業務 従事後に，雇用証 明書及び

対象資格の免許証の写し  
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※２  (1)イに該当する場合は，雇用証明書  

※３  (1)ウに該当する場合は，離職 日を証する書類（ 離職中に

求職活動をする場合には，求職活動等証 明書）  

※４  (1)エ及びオに該当する場合は，在学証明書  

※５  (2)に該当する場合は，その事実を証する書類（り災証明，

病院の診断書等）  
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Ⅶ．償還の免除について  

 

１．償還免除対象  

償還の猶予 が継続 している期 間内に ，業務従事 期間が 通算５

年に達したときは ，貸し付けた全額 の償還免除を受け ることが

できます。  

※１  通算５年に満たない場合であっても，従事期間に応じて貸

し付けた額の一部を免除することができます。  

※２  借主が死亡した場合，借主の債務は免除され，償還未済額

は，連帯保 証人の 責任のもと お支払 いいただく こ とと なり

ます。  

 

２．提出書類  

①  免除申請書  

②  通算の業務従事期間を証する書類  

※  一部免除を受ける場合には，同時に償還の手続きも必要とな

るため，詳しくは「Ⅷ．償還につい て」を参照してく ださい。  

 

３．業務の従事期間  

業務の従事 期間は 月を単位と し，次 のいずれか に該当 する場

合は，業務の従事期間として算入することができます。  

①  業 務 に お け る １ 週 間 あ た り の 所 定 労 働 時 間 が ２ ０ 時 間 以 上

で，かつ，実際に従事している月。  

②  離職日から１年以内であり，求人応募やハローワークでの職

業相談により，月２回以上の求職活動実 績がある月。  

※  離職日から１年以内に業務に再就職しなかった場合には，訓

練促進資金を償還していただきます。詳しくは，「Ⅷ．償還に

ついて」を参照してください。  

 

４．免除額の計算  

従事期間が ５年に 満たない場 合の免 除額は，貸 し付け た総額

に業務の従事期間 にあたる月数を乗 じて（掛けて）得 た額を，

６０月で除して（ 割って）得た額と します。なお，１ 円未満の
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端数が生じたときは，切り捨てるものとします。  

 

（免除額）＝（貸し付けた額）×（従事月数）÷６０  

 

 

５．申告の義務  

本資金は課 税対象 所得である ため， 償還の免除 が発生 し た場

合には，免除となった額について所得の申告が必要となります。 
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Ⅷ．償還について  

 

１．償還対象  

(1) 柏市民でなくなったとき  

(2) 在学中にひとり親でなくなったとき  

(3) 養成機関を退学したとき  

(4) 卒業年度に資 格試験に合格でき ず，翌年の試験で も合格で

きなかったとき  

(5) 養成機関の卒 業後１年２ヶ月以 内に業務に従事で きなかっ

たとき  

(6) 業務を離職し，１年以内に業務に再従事できなかったとき  

(7) 通算５年の業務従事期間を満たす前に市外に転出したとき  

(8) 猶予期間が経過したとき  

(9) 借主が死亡した場合で，連帯保証人を立てているとき  

 

２．償還方法  

市が発行す る納付 書によって ，年賦 ，半年腑， 月賦の いずれ

かの方法で償還し ていただきます。 なお，繰り上げて 償還する

ことができます。  

 

３．償還期間  

貸し付けた期間（ 月単位）の４倍の 期間で償還してい ただき

ます。なお，償還 事由が発生した日 の属する月の翌月 末から償

還していただきます。  

※  遡って償還事由が発覚した場合，延滞利子の計算上の起算日

も遡ります。  

 

４．償還計画確約書の提出  

償還事由が 発生し た場合は， 速やか に償還計画 書を提 出して

いただく必要があ りますので，こど も福祉課までご連 絡くださ

い。  

※  貸 し 付 け た 期 間 の ４ 倍 の 期 間 を 超 え る 償 還 計 画 は 認 め ら れ

ません。  
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５．利子  

連帯保証人 を立て ない場合の 利子は ，年１．０ ％とし ます。

償還事由が発生し た日の属する月の 翌月１日を起算日 として，

元利均等方式により利子を算出します。  

 

６．延滞利子  

指定された 納期限 までに償還 してい ただけない 場合に は，納

期限日を起算日と して，実際に償還 があった日までの 日数に応

じて，延滞利子が発生します。  

※  延 滞 利 子 は 民 法 の 定 め る 法 定 利 率 に よ り 変 動 し ま す （ 平 成

29 年 4 月から令和 2 年 3 月までは年 5％。令和 2 年 4 月から

は年 3％です）。  

※  発生した延滞 利子に対する 更な る延滞利子は発生 しません。 
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Ⅸ．提出先及び問い合わせ先  

 

〒２７７－８５０５  

千葉県柏市柏五丁目１０番１号  

柏市役所  こども部  こども福祉課  

給付・支援担当  

ＴＥＬ：０４－７１６７－１５９５（直通）  

 ＦＡＸ：０４－７１６２－１０７７
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Ｘ．申請・届出等様式一覧  

  

  

  

 

No. 様式名称  

1 貸付申請書  

2 貸付決定通知書  

3 貸付不承認決定通知書  

4 促進資金借用書  

5 在籍状況申立書  

6-1 変更事項等届出書（氏名，住所等）  

6-2 変更事項等届出書（在学状況）  

6-3 変更事項等届出書（在職状況）  

6-4 変更事項等届出書（貸付資格喪失）  

6-5 変更事項等届出書（貸付辞退）  

7 借受人死亡届  

8 連帯保証人変更申請書  

9 連帯保証人変更承認通知書  

10 償還計画書  

11 猶予申請書（新規・継続）  

12 償還猶予可否決定通知書  

13-1 雇用証明書  

13-2 求職活動等証明書  

14 免除申請書  

15 償還免除可否決定通知書  
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ⅩⅠ．基本的な流れについて（フローチャート）  

 

１．貸付申請から貸付交付（初回）までの流れ  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （以下，貸付決定の場合のみ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

事前相 談  

・制度案内，収支確認   

貸付申 請  

・必要書類をこども福祉課に提出（４ペー ジ参照）  

 

審査及 び貸付 決定  

(１ ) 柏市は貸付けの可否を決定  

(２ ) 貸付けの可否を柏市から申請者に通知  

  ①  貸付決定の場合：「貸付決定通知書」と「借用書」送付  

  ②  貸付不決定の場合：「貸付不承認決定通知書」送付  

契約  

・貸付決定者は柏市に以下の書類をこども福祉課に提出  

 ①  促進資金借用書  

 ②  印鑑登録証明書  

 

 

 

 
 

 

訓練促 進資金 の交 付（初 回）  

・借受人指定の口座に貸付金を振込み   
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２．養成機関在学中の貸付交付（２回目以降）の流れ  

 

 ※  高等職 業訓 練促進 給付金 と同 様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４月 ・７月 ・１ ０月・ 1 月下旬 ）  

・月下旬の日付の在学証明書を取得  

（毎月 ，支給 対象 月の 翌 月１０ 日） 必着  

・以下の書類をこども福祉課に提出（郵送可）  

 ①  在籍状況申立書  

 ②  在学証明書（４月・７月・１０月・１月のみ）  

 ※  在学証明書は高等職業訓練促進給付金と合 わせて１通  

提出  

 ※  ５月は２０日までに提出  

 ※  卒業時には在学証明書の替わりに卒業証明書を提出  

（翌月 末日） ※土 日，休 日の場 合は 直前の 営業日  

・借受人指定の口座に振込み  
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３．貸付後の流れ（償還猶予・償還免除）  

 

 【償 還猶予 の場 合】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

償還猶 予申請 （新 規）（卒 業後 ，速 やかに ）  

・卒業後，償還猶予申請書をこども福祉課に提出  

  

 

償還猶 予決定  

・柏市が償還猶予の可否を決定し，借受人に 通知  

 

   
資格免 許交付 後， 業務に 従事  

・以下の書類をこども福祉課に提出（郵送可）  

 ①  雇用証明書  

 ②  資格免許の写し  

 

償還猶 予申請 （継 続）（毎 年４ 月中 ）  

・以下の書類をこども福祉課に提出  

 ①  償還猶予申請書  

 ②  雇用証明書等  

 ③  資格免許の写し  
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【償還 免除の 場合 】  

 

※  免除され た額 は，原則と して 一 時所得 の扱い とな ります ので ，

各自御 確認の 上，確定申 告等の 必要 な手続 きを行 って くださ い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

償還免 除申請  

・以下の書類をこども福祉課に提出  

 ①  償還免除申請書  

 ②  業務従事期間を証する書類  

 

償還免 除決定  

・柏市が償還免除の可否を決定し，借受人に通知  
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４．償還事由が発生した場合の流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども 福祉課 へ連 絡  

・償還事由が発生した場合は，速やかにこども福 祉課に連絡  

 

  

 

償還開 始（償 還事 由が発 生した 月の 翌月末 から）  

・柏市から納付書を借受人に送付  

・借受人は償還計画どおりに貸付金を償還  

 ※  納期 限を 過 ぎると 年５％ の延 滞利子 が発生 しま す  

  

 

償還完 了  

・柏市から借受人に償還完了通知を送付し，借用証書及び印鑑   

 登録証明書を返却  

 

償還計 画の提 出  

・償還計画確約書を作成し，こども福祉課に提出  

 ※  貸し付けた期間の４倍に相当する期間を上限とします。  
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            柏市役所こども福祉課  

            （住所）  

             〒２７７－８５０５  

             柏市柏五丁目１０番１号  

 

            （連絡先）  

             ０４－７１６７－１５９５  

 


